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その他の関係会社の異動に関する事項について 

 

平成23年６月７日付で、当社のその他の関係会社でありました「Japan Asia Holdings Limited」が

その他の関係会社に該当しないこととなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．その他の関係会社に該当しないこととなった経緯  

  Japan Asia Holdings Limited（以下「JAHL」）は、香港で証券会社等の金融関係事業会社を有す 

る持株会社でありましたが、平成 22年 5 月に当社の 100%子会社の日本アジアホールディングズ株 

式会社に、JAHL 子会社の金融事業会社である Japan Asia Securities Limited、Japan Asia Asset 

Management Limited、Japan Asia Nominees Limited の３社を譲渡（ご参考：平成 22 年 4月 20 日 

付「当社子会社による株式取得（孫会社化）に関するお知らせ」）した結果、JAHL は、純粋投資目 

的で当社株式を保有する実質的に資産管理会社の態様となりました。また、当社との取引もありま 

せん。このことから、当社における「その他の関係会社」に該当しないことになりました。 

 

２．Japan Asia Holdings Limited の概要 （平成 22 年 10 月 31 日現在） 

① 商 号 Japan Asia Holdings Limited 

② 所 在 地 Room 802,8/F.,18 Hysan Avenue,Causeway Bay,Hong Kong 

③ 代 表 者 の 氏 名 Chairman Tetsuo Yamashita 

④ 事 業 内 容 投資事業 

⑤ 資 本 金 24,875,065 USドル 

⑥ 設 立 年 月 日 平成10年12月23日 

⑦ 純 資 産 20,841,787 USドル 

⑧ 総 資 産 20,773,728 USドル 

⑨ 大株主及び持株比率 

Oei Hong Leong Foundation Pte Ltd 22.62% 

藍澤證券株式会社          19.57% 

Japan Land Limited                15.64% 

JA Partners Limited               15.26% 

Oei Hong Leong Art Museum Limited 10.25% 

資本関係 
当該会社は、当社の発行済株式の39.33％を所有して

おります（平成23年４月30日時点）。 

人的関係 
当該会社の取締役であるTetsuo Yamashitaは当社の

代表取締役であります。 
⑩ 

上場会社と当該会社

の 関 係 等 

取引関係 
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係は

ありません。 
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３．異動前後における「Japan Asia Holdings Limited」の所有する議決権の数および所有割合 

（平成 23 年４月 30日現在） 

議決権の数（議決権所有割合） 
 属性 

直接所有分 間接所有分 計 

異動前 その他の関係会社 
667,157 個 

（41.69％） 

－個 

（－％） 

667,157 個 

（41.69％） 

異動後 － 
667,157 個 

（41.69％） 

－個 

（－％） 

667,157 個 

（41.69％） 

 

４．異動年月日 

  平成 23年６月７日 

 

５．今後の見通し 

  当社グループとの事業的関係は無く、単に当社株式を純粋投資目的として所有していることから、

今回の異動における当社の当期業績に与える影響はございません。 

 

６．「開示対象となる非上場の親会社等」の変更の有無等 

JAHLは、当社の発行済株式の39.33％を保有する筆頭株主であり、香港で証券会社等の金融関係事

業会社を有する持株会社で開示対象となる非上場の親会社等でありましたが、平成22年5月に当社の 

100%子会社の日本アジアホールディングズ株式会社へ、JAHL子会社の金融事業会社であるJapan 

Asia Securities Limited、Japan Asia Asset Management Limited、Japan Asia Nominees Limited

の３社を譲渡した結果、JAHLは、純粋投資目的の当社株式を保有する実質的に資産管理会社の態様

となりました。また、当社との取引もありません。このことから、開示対象となる非上場の親会社

等に該当しないことになりました。 

以 上 


